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第５０号議案  

藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例  

 藤枝市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年藤枝市条

例第16号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中  

「  

監査委員（議会の議員の中から

選出された委員を除く｡)  

月額 １２２，０００円  
を   

                                   」  

「  

監査委員（議会の議員の中から

選出された委員を除く｡)  

月額 １４４，０００円  
に、   

                                   」   

「  

選挙長  日額 １３，０００円以内  

を   投票及び開票管理者  日額 １３，０００円以内  

選挙に関する立会人  日額 １３，０００円以内  

」   

「  

選挙長  日額 １４，５００円以内  

に   投票及び開票管理者  日額 １４，５００円以内  

選挙に関する立会人  日額 １４，５００円以内  

」   

改める。  

   附 則  

この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市教育委員会の委員等の報酬及

び費用弁償に関する条例別表第１監査委員（議会の議員の中から選出された委員を

除く｡)の項の規定は、令和７年６月１日から適用する。 
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第５１号議案  

藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

藤枝市職員の育児休業等に関する条例（平成４年藤枝市条例第６号）の一部を次

のように改正する。 

第２３条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項中「部

分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて」を「育児休業法第１

９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下

「第１号部分休業」という｡)の承認は」に改め、同条第２項中「部分休業」を「第

１号部分休業」に改める。 

第２３条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第２３条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第

１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という｡)の承認は、１時間を

単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞ

れ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であっ

て、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時

間数 

⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残

時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２３条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月

１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例

で定める時間） 

第２３条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準

として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める時間とする。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 ７７時間３０分 

⑵ 会計年度任用職員であって、１日の正規の勤務時間数を考慮して、市長が別

に定めるもの 当該職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を乗じて得た

時間 
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（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２３条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の

規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第

３項の規定による変更（以下「第３項変更」という｡)をしなければ同項の職員の

小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認

める事情とする。 

第２４条第１項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休

業」に改める。 

第２５条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第２５条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の

条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の

日から令和８年３月３１日までの間における部分休業の承認の請求をする場合に

おけるこの条例による改正後の藤枝市職員の育児休業等に関する条例第２３条の

４の規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８

時間４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 
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第５２号議案  

藤枝市税条例の一部を改正する条例  

藤枝市税条例（昭和29年藤枝市条例第14号）の一部を次のように改正する。  

第３４条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」

に改める。 

第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第３号を次のように改める。 

⑶ 所得税法第７８条第２項第４号に掲げる寄附金のうち、静岡県知事の認可を

受けた同号の公益信託の信託財産とするために支出したもの 

 第３７条第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、法第３１

４条の２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特

定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３７条の２の２第１項

第３号及び第３７条の２の３第１項において同じ｡)（前年の合計所得金額が８５万

円以下であるものに限る｡)に係るものを除く｡)」を加え、「並びに」を「及び」に改

める。 

 第３７条の２の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 第３７条の２の３第１項中「有する者に限る｡)」の次に「若しくは特定親族（退

職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるもの

に限る｡)」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 附則第４条の２を削る。 

 附則第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡し又は同条

第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という｡)が行われた

加熱式たばこ（第９２条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９３条の２の

規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ｡)に係

る第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、当分

の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻

たばこ（第９２条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項にお

いて同じ｡)の本数によるものとする。 

⑴ 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう｡)を原料の

全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式た

ばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の
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４の２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供される

ものに限る｡) 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附則第

８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第３項

までにおいて同じ｡)の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方

法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未満であ

る場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算

する方法 

⑵ 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．２グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの

品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱

式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受ける

もの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻た

ばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量

を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算す

る方法により行うものとする。  

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０．

１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばこと

みなされるものに限る｡)のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規

定は、適用しない。 

⑴ 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

⑵ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばこ

とみなされるものを除く｡)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条の

規定により製造たばことみなされるものに限る｡)であって当該加熱式たばこの

みの品目のもの 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第４条の規定 令和
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８年４月１日 

 ⑵ 第３４条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次

条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）の施行の日の属する

年の翌年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１

項の規定の適用がある場合における改正後の藤枝市税条例（以下「新条例」とい

う｡)第３４条の７第１項（第３号に係る部分に限る｡) の規定の適用については、 

同号中「もの」とあるのは、「もの（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年

法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附

金とみなされる同項の金銭のうち、静岡県知事又は静岡県教育委員会の所管に属

する同項の特定公益信託の信託財産とするために支出したものを含む。）」とする。 

第３条 新条例第３４条の２及び第３７条第１項ただし書の規定は、令和８年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３７条第１項

の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同

条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３７条の２の２第１項第３号及

び第３７条の２の３第１項において同じ｡)（前年の合計所得金額が８５万円以下

であるものに限る｡)に係るものを除く｡)」とあるのは、「特定親族特別控除額」と

する。 

３ 新条例第３７条の２の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という｡)以後に支払を受けるべき新条例第３７条第１項ただし書に規定する給与

について提出する新条例第３７条の２の２第１項及び第３項の規定による申告書

について適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の藤枝市税

条例（以下「旧条例」という｡)第３７条第１項ただし書に規定する給与について

提出した旧条例第３７条の２の２第１項及び第３項の規定による申告書について

は、なお従前の例による。 

４ 新条例第３７条の２の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和40年法律第33号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法

第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年
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金等」という｡)について提出する新条例第３７条の２の３第１項の規定による申

告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した

旧条例第３７条の２の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例に

よる。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に

課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１

項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ｡)に係る市たばこ税につい

ては、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、藤枝市税条例第９２条の２

第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ

に係る同条例第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則

第１６条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数に

よるものとする。 

⑴ 藤枝市税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則

第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ｡)の

本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

⑵ 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．

５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。 
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                              第５３号議案 

   藤枝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

藤枝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年藤

枝市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という｡)

を実施する」に改め、同項第３号中「この号」の次に「及び第６項第１号」を加え、

同条第３項中「前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を」を「前項各号の代替保育連携協

力者とは、」に、「として適切に確保しなければならない」を「であって、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう」に改め、同

項第１号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事業者等」に、「第２８条

に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業

を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という｡)」を「小規模保

育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満た

すと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改

め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次の

ア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担

及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

⑵ 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために

必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難である

こと。 

第７条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満た

すと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

⑴ 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 
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ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２８条に規定する小規模保育事業

Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項におい

て「小規模保育事業Ａ型事業者等」という｡)であって、第１項第１号に掲げる事

項に係る連携協力を行うものをいう。 

第７条に次の２項を加える。 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

⑴ 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育

事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置そ

の他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき 

⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く｡) 

７ 前項（第２号に該当する場合に限る｡)の場合において、家庭的保育事業者等は、

法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が２０人以上

のものに限る｡)であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 

⑴ 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第５９条の２第１項の規定に

よる助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業

務を目的とするものに限る｡) 

⑵ 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設

であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児

の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第３８条第２号中「（平成24年法律第65号）」を削る。 

第４６条第２項中「もの」の次に「（附則第３項において「特例保育所型事業所

内保育事業者」という｡)」を加え、「本文」を削る。 

附則中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、第２項
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の次に次の１項を加える。 

（連携施設に関する経過措置） 

３ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く｡)は、連携施設

の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第５９条第４号に規定する

事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合

は、第７条第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して１５年を経過する日

までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第５４号議案 

藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例 

藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成26年藤枝市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第３４条第２項」を「第３４条第３項」に、「第４６条第２項」を「第

４６条第３項」に改める。 

第３条中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準」に改める。 

第４２条第１項中「この項」の次に「から第７項まで」を加え、同項第１号中「を

行う」を「（次項において「保育内容支援」という｡)を実施する」に改め、同項第

３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条中第４項を第１１項とし、

同項の前に次の１項を加える。 

１０ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項

第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４

項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という｡)については、第１項の

規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

第４２条第３項中「もの」の次に「（次項において「保育所型事業所内保育事業」

という｡)」を加え、同項を同条第９項とし、同条第２項中「あっては」の次に「、

第１項の規定にかかわらず」を、「障害児入所施設」の次に「（児童福祉法第４２

条に規定する障害児入所施設をいう｡)」を加え、同項を同条第８項とし、同条第１

項の次に次の６項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満

たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。

⑴ 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

⑵ 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 



12 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業

Ａ型事業者等」という｡)であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を

行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満

たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

⑴ 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次

のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

 ⑵ 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のため

に必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であ

ること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定めるものをいう。 

⑴ 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という｡)以外の場所又は事業所において代替保育が提

供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

⑵ 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して

小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

⑴ 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む｡)の規定による調整を行うに当たって、特定地

域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定

子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域

型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよ
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う必要な措置を講じているとき。 

⑵ 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く｡)。 

７ 前項（第２号に係る部分に限る｡)の場合において、特定地域型保育事業者は、

児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が２

０人以上のものに限る｡)であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲

げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。 

⑴ 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（児

童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る｡) 

⑵ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項に規

定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号に規定す

る保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共

団体の補助を受けているもの 

附則第４項中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事

業者を除く｡)」を加え、「第４３条第１項」を「第４２条第１項」に、「５年」を

「１５年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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                              第５５号議案 

建設工事請負契約の締結について（令和６年災査定第２９号 市道７地 

区１５５号線道路災害復旧工事） 

令和７年４月２２日制限付き一般競争入札に付した建設工事について、請負契約

を締結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第９６条第１項第５号の規定

により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的 令和６年災査定第２９号 市道７地区１５５号線道路災害復旧

工事 

２ 契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

３ 契 約 金 額 ３０９，９４７，０００円 

４ 契約の相手方 角丸建設株式会社 

         藤枝市城南二丁目７番地の３ 

         代表取締役社長 小倉 達也 
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令 和 ７ 年 ６ 月 藤 枝 市 議 会 定 例 月 議 会   

議案提案理由書（第５０号議案～第５５号議案） 

 

第５０号議案  

監査に要する日数や業務量を踏まえ、識見監査委員の報酬額について改正を行う

とともに、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選

挙長等の報酬額について、所要の改正を行うものであります。  

 

第５１号議案  

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児を行う職員の部分

休業に係る規定について、所要の改正を行うものであります。  

 

第５２号議案  

 地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における特定親族特別控除を新設する

とともに、寄附金税額控除の対象となる寄附金の追加などについて、所要の改正を

行うものであります。  

 

第５３号議案  

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事

業者等が確保する保育所等の連携施設における協力内容の見直しを行うなど、所要

の改正を行うものであります。  

 

第５４号議案  

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保育事業者が確保する保育所

等の連携施設における協力内容の見直しを行うなど、所要の改正を行うものであり

ます。  

 

第５５号議案  

 本件は、市道７地区１５５号線道路災害復旧工事について請負契約を締結するも

のであります。  
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令和７年４月２２日に５者による制限付き一般競争入札を実施した結果、角丸建

設株式会社が入札額２８１，７７０，０００円で落札したので、これに消費税２８，

１７７，０００円を加算した金額で請負契約を締結するものであります。  

工事は市議会の議決後から着工し、令和８年７月３１日完成を予定しております。 

工事の概要については、令和３年８月１９日から令和６年１０月１０日までの地

すべりにより被災した道路の災害復旧工事を施工するものであります。  
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